
令
和
元
年
六
月
十
一
日
提
出

質
問
第
二
一
四
号

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
の
原
子
炉
圧
力
容
器
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

川

伸
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日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
の
原
子
炉
圧
力
容
器
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
り
原
発
の
安
全
神
話
は
崩
れ
去
っ
た
。
当
該
原
発
事
故
後
に
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力

発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
（
国
会
事
故
調
）
が
設
置
さ
れ
、
事
故
の
検
証
が
行
わ
れ
た
。
国
会
事
故
調
の
報
告
書
で
は
「
七
つ

の
提
言
」
が
な
さ
れ
、
問
題
解
決
に
向
け
て
以
下
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
。

「
本
事
故
の
根
源
的
原
因
は
「
人
災
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
人
災
」
を
特
定
個
人
の
過
ち
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
限
り
、

問
題
の
本
質
の
解
決
策
と
は
な
ら
ず
、
失
っ
た
国
民
の
信
頼
回
復
は
実
現
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
自
ら
の

行
動
を
正
当
化
し
、
責
任
回
避
を
最
優
先
に
記
録
を
残
さ
な
い
不
透
明
な
組
織
、
制
度
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
許
容
す
る
法
的

な
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
関
係
者
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
お
よ
そ
原
子
力
を
扱
う
者
に
許
さ
れ
な
い
無
知
と
慢
心
で
あ

り
、
世
界
の
潮
流
を
無
視
し
、
国
民
の
安
全
を
最
優
先
と
せ
ず
、
組
織
の
利
益
を
最
優
先
と
す
る
組
織
依
存
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ

ト
（
思
い
こ
み
、
常
識
）
で
あ
っ
た
。
」

ま
た
、
「
七
つ
の
提
言
」
に
基
づ
き
、
衆
議
院
に
原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
十
二
月
七

日
に
開
か
れ
た
委
員
会
で
、
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
会
員
の
石
橋
哲
参
考
人
が
、
「
事
故
の
再
発
防
止
に
は
、
透
明
性
の

確
保
と
公
開
性
の
担
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
有
効
で
す
。
」
と
発
言
さ
れ
、
改
め
て
情
報
公
開
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ

一



た
。日

本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
は
二
〇
一
八
年
十
一
月
に
運
転
の
期
間
が
四
十
年
を
迎
え
た
。
古
い
原
発
は

も
う
動
か
さ
な
い
と
す
る
い
わ
ゆ
る
四
十
年
廃
炉
ル
ー
ル
に
従
え
ば
、
本
原
発
は
廃
炉
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事

業
主
で
あ
る
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
か
ら
原
子
力
規
制
委
員
会
に
出
さ
れ
た
運
転
期
間
延
長
の
申
請
が
認
め
ら
れ
、
更
に

二
十
年
運
転
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
運
転
延
長
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
古
い
圧
力
容
器
が
、
延
長
さ
れ
る
二
十
年
間
の
運
転
中
に
壊
れ
る
こ
と
が

な
い
か
ど
う
か
安
全
性
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
原
子
炉
圧
力
容
器
の
エ
コ
ー
検
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が

東
海
第
二
発
電
所
特
別
点
検
（
原
子
炉
圧
力
容
器
）
補
足
説
明
資
料
（
平
成
三
十
年
七
月
十
七
日
）
の
別
紙
一
に
示
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

こ
の
資
料
の
大
部
分
は
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
開
示
を
求
め
た
が
、
「
こ
れ
ら
の
情
報
が
原
子
炉
圧
力
容
器
の
製
造

方
法
に
係
る
も
の
で
あ
り
商
業
機
密
に
あ
た
る
」
と
の
理
由
で
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
四
十
年
も
前
に
製
造
さ
れ
た
も
の

が
、
未
だ
商
業
機
密
に
あ
た
る
と
の
事
業
者
の
説
明
は
合
理
性
を
欠
い
て
い
る
。
国
会
事
故
調
の
報
告
や
原
子
力
問
題
調
査

特
別
委
員
会
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
の
助
言
を
考
慮
し
た
上
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
ど
の
よ
う
な
論
拠
で
本
件

二



を
非
開
示
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

二

一
と
同
様
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
非
開
示
に
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
要
記
録
エ
コ
ー
の
欠
陥
は
進
展
性
の
欠
陥
で
は
な
い
と
断
言
で
き
る
か
。

四

N
o.��

のH�
#��

は
要
記
録
エ
コ
ー
の
欠
陥
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
製
造
時
は
「
検
出
さ
れ
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
進
展
性
の
欠
陥
で
は
な
い
と
断
言
で
き
る
の
か
。

五

N
o.��

のN�
B

#�

は
今
回
「
検
出
さ
れ
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
十
三
、
二
十
一
、
二
十
五
回
の
検
査
で
は
何
ら
か
検

出
さ
れ
て
い
る
（
非
開
示
で
数
値
が
わ
か
ら
な
い
）
。
以
前
検
出
さ
れ
た
も
の
が
今
回
検
出
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。

必
要
な
精
度
で
測
定
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


